
　　 2 .　甲は、乙または転借人が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければなりなりません。ただし、甲が標記 (2) 記載のメンテナンスフリーサービスを行う場合は管理業務
　　　 　委託契約書巻末 (※３)記載のメンテナンスフリー適用ガイダンス並びにメンテナンスフリー特約事項の定めにより、乙は修繕費用の一部または全部を負担するものとします。

第13条　(維持保全の実施 )
　　１．維持保全の内容等の転借人に対する周知
　　　　乙は、標記 (1)の賃貸住宅について自らを転貸人とする転貸借契約を締結したときは、転借人に対し、遅滞なく、本物件の維持保全の内容及び乙の連絡先を記載した書面
　　　　又は電磁的方法により通知するものとします。
　   ２．維持保全の実施状況の報告
　　　　乙は、甲に対し、管理業務の対象となる賃貸住宅の維持保全状況について、乙の対応後速やかに電話、書面、電磁的方法のいずれかの方法で報告するものとします。
　　　　甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、維持保全の実施状況に関して報告を求めることができます。
　　３．本条で定める報告において、乙が電磁的方法を用いる場合は、メールまたは家主webより報告するものとします。
　　４．前三項の場合において、甲は、乙に対し、維持保全の実施状況に係る関係書類の提示を求めることができます。

第25条　(個人情報保護法等の遵守 )
　　甲及び乙は、本物件の維持保全を行うに際しては、個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57 号 )及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
　　法律 (平成25年法律第27号 )を遵守し、個人情報及び個人番号について適切な対処をすることができるように、互いに協力するものとします。
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